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新型コロナウイルス感染症に関する情報

市民の皆さまへ
引き続き、新型コロナウイルス感染対策へのご協力をお願いします！

◎問い合わせ　神埼市新型コロナウイルス感染症対策本部
　　　　　　　（総務課　☎37-0100、健康増進課　☎52-1234）

　緊急事態宣言に伴う、外出自粛など感染対策にご協力いただき、ありがとうございます。佐賀県では５月７日以降、
引き続き感染拡大防止を第一としつつ、段階的に社会経済活動が再開されました。
　しかしながら「油断せず、緊張感を持って」今後も市民の皆さん一人ひとりが引き続き、感染対策へのご協力を
お願いします。

①～③の３つの条件がそろう場所は感染集団（クラスター）発生のリスクが高まります。
３つの「密」が重ならないよう工夫し、感染集団の発生を予防することが重要です。

＜実践例＞
・買い物・・・支払いはキャッシュレス決済
・会食、飲み会・・・献杯、返杯をやめましょう
・通勤・・・テレワーク、時差出勤、自転車通勤などの工夫を
・銀行、郵便局・・・手続きは混んでいる時間帯を避けて
・公園で遊ぶ・・・公園はすいた時間、場所を選ぶ
・ジョギング・・・少人数で走る。すれ違う時は距離を取るマナー

○バランスの良い食事、十分な睡眠など一般的な健康管理と感染対策を心掛けましょう。
○手洗いや咳エチケットなど、感染予防をしましょう。
○ドアノブや手すりなど人が触るものは清掃や消毒をこまめに行いましょう。
○部屋の換気を行いましょう。
○発熱等の風邪の症状が見られるときは、学校や仕事を休み、外出を控え、自宅で療養しましょう。
○食料品や医薬品など買い占めをしないようにしましょう。
○デマなどに惑わされず、冷静な対応を心掛けましょう。

○市のホームページ（https://www.city.kanzaki.saga.jp/）で
新型コロナウイルス感染症に関する情報を随時発信しています。

換気が悪く、人が密に集まって過ごすような空間に集団で集まることは避けてください。

「新しい生活様式（自制型）」を意識しましょう

日常生活で気を付けること

市からの情報発信について

①換気の悪い

密閉空間
②多数が集まる

密集空間
③間近で会話や発声をする

密接空間

外出時はマスクを着用し、３密を避けて過ごす。

家に帰ったら、まず手や顔を洗いましょう。
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○症状がある人の相談窓口

帰国者・接触者相談センター

○佐賀中部保健福祉事務所　☎30-3622　FAX 30-3464
　平日８時30分～ 17時15分
※緊急の場合は休日夜間も対応可能です。自動応答メッセージが流れますの

で、最後までお聞きいただき、その指示に従ってください。
○外国語対応の専用ダイヤル　☎092-687-5535
　24時間対応（土日・祝日も実施）

相談の目安（５月８日に変更されました）

変更前 　37.5度以上の発熱が４日以上続く場合
　↓

変更後
　少なくとも下記のいずれかに該当する場合は、すぐに相談してください。
これらに該当しない場合も同様です。
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状がある人
・重症化しやすい人（※）で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状がある場合
　（※）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）の基礎疾患がある

人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人
・上記以外で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
　（症状が４日以上続く場合は必ずご相談してください。症状には個人差があ

りますので、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤な
どを飲み続けないといけない人も同様です。）

○一般的な相談窓口

新型コロナウイルス感染症に係
る厚生労働省コールセンター

フリーダイヤル 0120-565653　
FAX 03-3595-2756　
９時～ 21時（土日・祝日も実施）

一般電話相談窓口
（佐賀県コールセンター）

☎25-7485　FAX 25-7263
８時30分～ 21時（土日・祝日も実施）

一般相談（佐賀県健康増進課） ☎25-7075　平日８時30分～ 17時15分

○お金（生活費や事業資金）に関する相談窓口

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)
神埼市社会福祉協議会　☎51-1822　
平日８時30分～ 17時15分

セーフティーネット保証制度申請窓口
神埼市商工会　☎52-7131
平日８時30分～ 17時15分

○佐賀県弁護士会相談窓口

佐賀県弁護士会
☎24-3411

〔ナイター相談〕毎週火曜日および木曜日、17時30分～ 19時30分
〔クイック相談〕毎週土曜日、13時～ 15時30分

○労働問題（解雇、雇止め等）に関する相談窓口

特別労働相談窓口
（平日８時30分～ 17時15分）

佐賀労働局　雇用環境・均等室　☎32-7218

佐賀労働基準監督署　☎32-7189

佐賀県公共職業安定所（ハローワーク佐賀）☎24-4361

相談窓口

新型コロナウイルス感染症に関する情報
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①特別定額給付金・・・一人あたり10万円
　給付対象者：４月27日時点で住民基本台帳に記載されている全市民
　申請書：５月12日に世帯主へ郵送　
　申請期限：８月14日（金）
◎問い合わせ　政策推進室　政策推進係　☎37-0153

②子育て世帯への臨時特別給付金・・・児童一人あたり１万円　
　給付対象者：令和２年４月分（３月分を含む）の児童手当を受給している人
　　　　　　　※特例給付による手当受給者を除く。
　給付対象児童：平成16年４月２日～令和２年３月31日生まれの児童
※申請は不要です。６月15日（月）に児童手当の受給口座に支給します。
　ただし、公務員（児童手当を勤務先から受給している人）は申請が必要です。
　所属庁から配布される申請書に所属庁の証明を受けた上で、福祉課に申請してください。
　公務員は、申請に基づき６月15日以降、随時支給します。
　公務員の申請期限：９月30日（水）
◎問い合わせ　福祉課　社会福祉係　☎37-0110

市の支援策については、10ページをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症感染拡大に便乗したニセ電話が全国的に多発しています。神埼署管内では確認さ
れていませんが、県内では複数かかってきています。具体的な事例を紹介しますので、ニセ電話詐欺の被害防
止に備えましょう。

◆警察官をかたり・・・
・お金を払えば優先的にコロナの治療が受けられる
・病院で証明書をもらえばお金は返ってくる
　などの電話がかかってきたら詐欺です。警察官がこのような電話を掛けることは絶対にありません！

◆保健所の職員を名乗るものから、マスクを配るので・・・
・家族の人数を教えて
・明日家にいますか
　などの電話がかかってきたら詐欺です。保健所職員がマスクの配布に関して電話を掛けることは絶対にあり
ません！

◆市役所職員等を名乗るものから、新型コロナウイルス感染症の関係で給付金が支給されるの
　で・・・
・キャッシュカードを用意して
・口座番号、暗証番号を教えて
・ＡＴＭで指示どおりにボタンを押して
　などの電話がかかってきたら詐欺です。市役所職員等の公的機関の職員がキャッシュカードを預かったり、
口座番号等を聞いたりすることは絶対にありません！

給付金について

新型コロナウイルス感染症に便乗したニセ電話詐欺に注意！
◎問い合わせ　神埼警察署　生活安全課　☎52-2114

このような電話が掛かってきたら、一度電話を切り、家族や警察に相談しましょう。
電話で突然「お金」の話をされたら、絶対に詐欺です。
電話の相手に安易に個人情報を教えないようにしましょう。
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「
元
気
か
ん
ざ
き
ク
ー
ポ
ン
券
」の
支
給
に
つ
い
て

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
７

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
市
内
経
済
に
与
え
る
影
響
を
緩

和
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
購
買

意
欲
増
進
お
よ
び
消
費
喚
起
を
図

る
た
め
、
市
民
の
皆
さ
ま
を
対
象

に
ク
ー
ポ
ン
券
を
発
行
し
ま
す
。

○
ク
ー
ポ
ン
券
支
給
対
象
者

　

４
月
27
日
時
点
で
神
埼
市
に
住

民
票
が
あ
る
人

○
ク
ー
ポ
ン
券
の
内
容

　

一
人
あ
た
り
３
千
円
分

　
（
１
冊
６
枚
つ
づ
り
）

・
共
通
店
用　

　

１
枚
5
0
0
円
×
３
枚

　
（
１
，５
０
０
円
分
）

・
飲
食
店
用

　

１
枚
5
0
0
円
×
３
枚

　
（
１
，５
０
０
円
分
）

○
ク
ー
ポ
ン
券
配
付
等
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル

・
配
付　

６
月
中
旬
～

※
簡
易
書
留
郵
便
で
発
送
し
ま
す

の
で
、
全
世
帯
に
届
く
ま
で
に

３
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。
ご

了
承
く
だ
さ
い
。

・
使
用
開
始　

６
月
27
日
（
土
）

・
使
用
期
限　

　

令
和
３
年
３
月
14
日
（
日
）

○
ク
ー
ポ
ン
券
に
関
す
る
注
意
事

項
・
市
内
の
ク
ー
ポ
ン
券
取
扱
店
舗

の
み
で
使
用
可
能
（
後
日
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
全
戸
配
布
チ

ラ
シ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
）。

・
使
用
期
限
後
は
使
用
で
き
ま
せ

ん
。

・
お
つ
り
は
出
ま
せ
ん
。

・
ク
ー
ポ
ン
券
は
転
売
、
譲
渡
、

換
金
、
返
品
は
で
き
ま
せ
ん
。

・
ク
ー
ポ
ン
券
の
盗
難
、
紛
失
、

汚
損
等
に
対
し
、
市
は
そ
の
責

任
を
負
い
ま
せ
ん
。

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

　

ク
ー
ポ
ン
券
取
扱
店
舗
を

募
集
し
ま
す
。

　

６
月
下
旬
に
ク
ー
ポ
ン
券

に
関
す
る
チ
ラ
シ
を
全
戸
配

布
す
る
予
定
で
す
。
そ
の

チ
ラ
シ
に
店
舗
名
の
掲
載
を

希
望
す
る
場
合
は
６
月
15
日

（
月
）
ま
で
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
し
込
み
は
令
和

３
年
３
月
14
日
（
日
）
ま
で

可
能
で
す
。

　

応
募
は
神
埼
市
商
工
会
（
☎

５
２
‐
７
１
３
１
）
ま
で
お

願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　神
埼
市
内
飲
食
店
を
応
援
し
よ
う
！

か
ん
ざ
き
「
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
＆
デ
リ
バ

リ
ー
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課

商
工
観
光
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
７

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
神
埼
市
内
の
飲

食
店
で
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
（
持
ち

帰
り
）
や
デ
リ
バ
リ
ー
（
配
達
）

の
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
市
内
対
応

店
舗
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、

ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
掲
載
店
舗
は
随
時
募
集
中
で

す
。

　
　
　

　
　
　事

業
主
の
皆
さ
ま
へ

「
事
業
者
応
援
給
付
金
」の
お
知
ら
せ

事
業
主
の
皆
さ
ま
へ

「
雇
用
調
整
助
成
金
」の
申
請
手
続
を
支
援
し
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
７

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係　

☎
３
７ 

‐
０
１
０
７

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

拡
大
の
影
響
を
受
け
、
売
り
上
げ
が

大
き
く
減
少
し
て
い
る
神
埼
市
内
で

事
業
を
営
む
中
小
企
業
者
に
給
付

金
を
支
給
し
ま
す
。

○
対
象
者

　

神
埼
市
内
の
中
小
企
業
者
で
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に

伴
い
、
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
い
ず

れ
か
１
ヵ
月
の
売
上
が
、
前
年
同
月

比
で
20
％
以
上
減
少
し
た
も
の
。

○
支
給
額

・
法
人　

一
律
20
万
円

・
個
人
事
業
者　

一
律
10
万
円

○
申
請
期
限

　

８
月
31
日
（
月
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
で
「
雇
用
調
整
助
成
金
」

を
活
用
さ
れ
る
皆
さ
ま
へ
、
申
請

書
類
の
作
成
業
務
の
委
託
に
係
る

費
用
に
つ
い
て
補
助
し
ま
す
。

○
補
助
事
業
名

　

神
埼
市
雇
用
調
整
助
成
金
申
請

手
続
支
援
補
助
金

○
対
象
者

　

神
埼
市
内
の
事
業
者
で
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
伴

○
申
請
方
法

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書

を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
の
上
、
必
要
事

項
を
記
入
、
捺
印
の
上
、
申
請
に

必
要
な
添
付
資
料
と
と
も
に
商
工

観
光
課
へ
郵
送

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
の
た
め
に
郵
送
提
出
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

○
郵
送
先

〒
８
４
２
‐
８
６
０
１

神
埼
市
神
埼
町
神
埼
４
１
０
番
地

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

い
、
事
業
活
動
の
縮
小
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
中
小
企
業
者
で
雇
用
調
整
助

成
金
の
申
請
書
類
を
社
会
保
険
労
務

士
に
委
託
し
た
も
の
。

○
補
助
対
象
経
費

　

４
月
１
日
以
降
に
最
初
の
雇
用
調

整
助
成
金
の
申
請
に
必
要
な
書
類
を

社
会
保
険
労
務
士
に
委
託
し
た
場
合

の
委
託
料

○
補
助
金
額

　

補
助
上
限
を
15
万
円
と
し
、
委
託

に
要
し
た
費
用
の
３
分
の
２

※
従
業
員
が
20
人
以
下
の
場
合
は

全
額

○
申
請
期
限

　

12
月
28
日
（
月
）

※
雇
用
調
整
助
成
金
の
計
画
届
は

６
月
30
日
（
火
）
ま
で
に
提
出

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
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　新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
緊
急
経
済
対
策
に
お
け
る

市
税
等
の
対
応
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ　

税
務
課　

☎
３
７
‐
０
１
１
４

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

緊
急
経
済
対
策
に
お
け
る
税
制
上

の
措
置
に
係
る
改
正
地
方
税
法
が

令
和
２
年
４
月
30
日
付
け
で
施
行

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
伴
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
た

人
や
中
小
事
業
者
を
対
象
に
し
た

市
税
等
に
関
す
る
特
例
措
置
な
ど

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
徴
収
の
猶
予
制
度
の
特
例

　

令
和
２
年
２
月
以
降
の
任
意
の

期
間
（
１
ヵ
月
以
上
）
に
お
い
て
、

収
入
が
前
年
同
期
に
比
べ
概
ね

20
％
以
上
減
少
し
、
一
時
に
納
税

を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、

無
担
保
・
延
滞
金
な
し
で
１
年
間

徴
収
を
猶
予
。

・
対
象
税
目

　

市
県
民
税
、
法
人
市
民
税
、
固

定
資
産
税
、軽
自
動
車
税
種
別
割
、

国
民
健
康
保
険
税
な
ど

・
適
用
期
間

　

令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和

３
年
１
月
31
日
ま
で
に
納
期
限
が

到
来
す
る
市
税

○
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

　

主
た
る
生
計
維
持
者
の
収
入
が

減
少
し
た
被
保
険
者
の
国
民
健
康

保
険
税
を
減
免
。

・
対
象
世
帯

　

次
の
①
か
ら
③
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
世
帯

①
事
業
収
入
等
の
い
ず
れ
か
の
減

少
額
が
前
年
の
当
該
収
入
額
の

10
分
の
３
以
上

②
前
年
の
総
所
得
金
額
が
１
千
万

円
以
下

③
減
少
が
見
込
ま
れ
る
事
業
収
入

等
に
係
る
所
得
以
外
の
前
年
所

得
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

・
減
免
額　

　

10
分
の
２
～
全
額
（
前
年
の
合

計
所
得
額
に
応
じ
て
区
分
）

・
適
用
期
間

　

令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和

３
年
３
月
31
日
ま
で
に
納
期
限
が

到
来
す
る
国
保
税

○
中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る
償

却
資
産
お
よ
び
事
業
用
家
屋
に
係

る
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置

　

令
和
２
年
２
月
～
10
月
の
任
意
の

連
続
す
る
３
ヵ
月
間
の
売
上
高
が
前

年
同
期
比
で
30
％
以
上
減
少
し
て
い

る
中
小
事
業
者
に
対
し
、
償
却
資
産

及
び
事
業
用
家
屋
に
係
る
固
定
資
産

税
を
軽
減
。

※
認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
等
の

事
前
認
定
が
必
要
。

・
軽
減
額

　

30
％
以
上
～
50
％
未
満
減
少
し
た

場
合�

･
･
･
２
分
の
１

　

50
％
以
上
減
少
し
た
場
合

･
･
･
全
額

・
適
用
期
間

　

令
和
３
年
度
（
１
年
分
の
み
）

○
生
産
性
革
命
の
実
現
に
向
け
た

固
定
資
産
税
の
特
例
措
置
の
拡

充
・
延
長

　

新
規
に
設
備
投
資
を
行
う
中
小
事

業
者
に
対
し
、
特
例
措
置
の
適
用
対

象
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
適
用
期
限

を
２
年
延
長
。

・
特
例
措
置
内
容

　

対
象
資
産
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
を
３
年
間
ゼ
ロ
と
す
る
（
先
端

設
備
等
導
入
計
画
に
基
づ
き
令
和
４

年
度
ま
で
に
導
入
さ
れ
た
資
産
）

・
対
象
資
産

　

中
小
事
業
者
等
の
認
定
先
端
設
備

等
導
入
計
画
に
位
置
付
け
ら
れ
た
機

械
お
よ
び
装
置
、器
具
お
よ
び
備
品
、

工
具
、
建
物
附
属
設
備
、
構
築
物
、

事
業
用
家
屋

○
イ
ベ
ン
ト
を
中
止
等
し
た
主
催

者
に
対
す
る
払
戻
請
求
権
を
放
棄

し
た
人
へ
の
寄
付
金
控
除
の
適
用

　

中
止
等
さ
れ
た
文
化
芸
術
・
ス

ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
チ

ケ
ッ
ト
の
払
戻
し
を
受
け
な
い
こ
と

を
選
択
し
た
場
合
、
そ
の
金
額
分
を

寄
付
と
み
な
し
、
個
人
住
民
税
の
寄

付
金
控
除
を
受
け
ら
れ
る
制
度
を
創

設
。

・
対
象
イ
ベ
ン
ト

　

文
化
庁
・
ス
ポ
ー
ツ
庁
が
指
定
し

た
イ
ベ
ン
ト

※
令
和
３
年
１
月
１
日
施
行

○
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
適
用
要
件

の
弾
力
化

　

住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
控
除
期
間
13

年
間
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
入
居
が
期
限
（
令
和
２
年
12

月
31
日
）
に
遅
れ
た
場
合
で
も
、
一

定
の
期
日
ま
で
に
住
宅
取
得
契
約
を

行
っ
て
い
る
等
の
要
件
を
満
た
し
て

い
れ
ば
、特
例
措
置
の
対
象
と
す
る
。

・
特
例
措
置
内
容

　

住
宅
ロ
ー
ン
控
除
可
能
額
の
う
ち

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た

額
を
、
控
除
限
度
額
の
範
囲
内
で
個

人
住
民
税
か
ら
控
除

・
改
正
後
の
入
居
期
限

　

令
和
３
年
12
月
31
日

※
既
存
住
宅
を
取
得
し
た
際
の
住
宅

ロ
ー
ン
減
税
の
入
居
期
限
に
つ
い

て
も
別
途
弾
力
化
の
措
置
が
あ
り

ま
す
。

※
令
和
３
年
１
月
１
日
施
行

○
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割
の
臨

時
的
軽
減
の
延
長

　

税
率
を
１
％
軽
減
す
る
特
例
措
置

の
適
用
期
限
を
６
ヵ
月
延
長
。

・
延
長
後
の
取
得
期
限

　

令
和
３
年
３
月
31
日

　

各
制
度
に
は
手
続
が
必
要
で

す
（
軽
自
動
車
税
環
境
性
能
割

を
除
く
）。
詳
し
く
は
税
務
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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国
民
健
康
保
険
　
傷
病
手
当
金
を
支
給
し
ま
す

市
職
員
に
対
し

お
礼
の
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

国
保
医
療
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

◎
問
い
合
わ
せ　

総
務
課　

秘
書
広
報
係　

☎
３
７
‐
０
０
８
８

　

神
埼
市
国
民
健
康
保
険
の
加
入

者
で
、
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
被
用
者
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
、
ま
た
は

感
染
が
疑
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の

療
養
の
た
め
、
仕
事
を
欠
勤
し
、

給
与
等
の
支
払
い
が
受
け
ら
れ
な

い
場
合
に
傷
病
手
当
金
を
支
給
し

ま
す
。

○
対
象
者

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
人

・
神
埼
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
。

・
給
与
等
の
支
払
い
を
受
け
て
い

る
。

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染

ま
た
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り

感
染
が
疑
わ
れ
、
療
養
な
ど
で

仕
事
を
欠
勤
し
、
給
与
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

○
支
給
対
象
期
間

　

労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
3
日

を
経
過
し
た
日
か
ら
労
務
に
服
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間

　

５
月
７
日
、
神
埼
町
の
区
長
さ

ん
か
ら
福
祉
課
職
員
の
対
応
に
対

し
て
お
礼
の
お
手
紙
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。抜
粋
し
て
、紹
介
し
ま
す
。

　
『
市
役
所
職
員
に
対
し
て
感
謝

と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

当
地
区
内
の
借
家
に
住
む
高
齢

夫
婦
で
、夫
は
介
護
施
設
に
入
所
、

妻
は
長
期
入
院
中
で
し
た
が
、
２

月
に
死
去
し
、
４
月
い
っ
ぱ
い
で

借
家
を
退
去
す
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
50
年
近
く
住
ん
で
い
た
た

め
、大
量
の
家
財
道
具
を
所
有
し
、

そ
れ
ら
の
処
分
の
問
題
が
出
て
き

ま
し
た
。
２
ト
ン
ト
ラ
ッ
ク
５
台

分
く
ら
い
の
家
財
が
あ
り
、
処
分

は
残
さ
れ
た
家
族
の
肩
に
の
し
か

か
か
り
ま
し
た
。

　

家
族
で
崩
せ
る
家
財
は
す
べ
て

崩
し
、屋
外
に
搬
出
し
ま
し
た
が
、

身
体
が
不
自
由
な
家
族
も
お
り
、

す
べ
て
を
処
分
す
る
の
は
難
し
い

状
態
で
し
た
。
一
部
を
近
隣
住
民

が
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、
そ

れ
で
も
か
な
り
の
量
が
残
り
途
方

に
暮
れ
て
い
ま
し
た
。

○
支
給
額

　

直
近
の
継
続
し
た
３
ヵ
月
間
の

給
与
収
入
の
合
計
額
を
就
労
日
数

で
除
し
た
金
額
×
３
分
の
２
×
支

給
対
象
と
な
る
日
数

※
支
給
額
に
は
上
限
が
あ
り
ま

す
。

○
適
用
期
間

　

１
月
１
日
（
水
・
祝
）
～
９
月

30
日
（
水
）
ま
で
の
間
で
療
養
の

た
め
に
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
期
間

※
入
院
等
が
継
続
す
る
場
合
は
最

長
１
年
６
ヵ
月
ま
で

　

支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
受
給

要
件
に
該
当
し
、
申
請
が
必
要
で

す
。
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者

に
対
し
て
も
同
様
の
手
当
金
支
給

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

市
民
課
後
期
高
齢
年
金
係
（
☎

３
７
‐
０
１
１
５
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

そ
こ
で
、
家
族
が
福
祉
課
に
お

世
話
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
何

か
い
い
方
法
は
な
い
か
と
相
談
に

出
向
い
た
と
こ
ろ
、
わ
ざ
わ
ざ
現

場
ま
で
足
を
運
び
親
身
に
対
応
し

て
く
れ
ま
し
た
。

　

福
祉
課
の
職
員
に
心
か
ら
感
謝

し
、
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。』

　

市
で
は
職
員
一
人
ひ
と
り

が
、
親
切
で
思
い
や
り
の
あ
る

対
応
に
よ
り
市
民
の
皆
さ
ま
か

ら
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
目
指

し
、
業
務
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。

　

お
手
紙
で
心
温
ま
る
お
言
葉

を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
今
後

も
市
民
の
皆
さ
ま
の
期
待
に
沿

え
る
よ
う
、
職
員
一
丸
と
な
り

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
　下
水
道
等
使
用
料
の
減
免
に
つ
い
て

◎
問
い
合
わ
せ

　

下
水
道
課　

管
理
係

　

☎
３
７
‐
０
１
０
５

　

市
で
は
下
水
道
等
の
使
用
料

（
公
共
下
水
道
・
浄
化
槽
）
に
つ

い
て
は
人
頭
制
（
人
数
制
）
に
よ

る
賦
課
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

世
帯
員
数
は
、
住
民
基
本
台
帳

の
人
員
数
で
す
が
、
長
期
入
院
者

ま
た
は
学
生
等
で
生
活
の
実
態
の

な
い
人
が
い
る
世
帯
に
つ
い
て

は
、
申
請
に
基
づ
き
該
当
者
の
世

帯
員
数
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

住
民
票
に
反
映
し
な
い
人
員
変

更
が
生
じ
た
場
合
は
、
必
ず
下
水

道
課
へ
減
免
の
届
出
が
必
要
で

す
。
申
請
に
は
人
員
変
更
を
明
ら

か
に
す
る
証
明
書
の
写
し
を
添
付

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
学
生

証
・
直
近
の
請
求
書
・
領
収
証
・

ア
パ
ー
ト
の
契
約
書
等
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
に
伴
い
、
一
時
的
に
下
水

道
使
用
料
等
の
支
払
い
が
困
難

な
事
情
が
あ
る
人
は
、
支
払
期

限
の
延
長
等
の
相
談
が
で
き
ま

す
。

　

詳
し
く
は
下
水
道
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

新型コロナウイルス感染症に関する情報・各課からのお知らせ
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　神
埼
市
・
吉
野
ヶ
里
町
葬
祭
場
の
愛
称

「
和な

ご
み

の
杜も

り

」に
決
定
！

◎
問
い
合
わ
せ　

政
策
推
進
室　

政
策
推
進
係　

☎
３
７
‐
０
１
５
３

神
埼
市
・
吉
野
ヶ
里
町
葬
祭
組
合　

事
務
局　

☎
５
５
‐
２
０
０
１

　

10
月
の
供
用
開
始
に
向
け
て
整

備
を
進
め
て
い
る
神
埼
市
・
吉

野
ヶ
里
町
葬
祭
場
の
愛
称
を
１

月
20
日
～
２
月
29
日
に
募
集
し
、

９
６
０
作
品
の
応
募
の
中
か
ら
、

最
終
候
補
作
品
５
作
品
が
選
考
さ

れ
、
最
終
選
考
の
結
果
、

「
和
の
杜
（
な
ご
み
の
も
り
）」

に
決
定
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
優
秀
作
品
２
点
、
佳
作

２
点
は
次
の
通
り
で
す
。

　

た
く
さ
ん
の
応
募
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
神
埼
市
・
吉
野
ヶ
里
町

葬
祭
場
「
和
の
杜
」
の
使
用
料
金

は
、
神
埼
市
・
吉
野
ヶ
里
町
葬
祭

組
合
議
会
で
次
の
よ
う
に
決
定
し

ま
し
た
。

入賞作品一覧表

最優秀作品 1点 和
なごみ

の杜
もり 宮城　房代

（吉野ヶ里町）

優秀作品 2点
弥
や よ い

生さくら苑
えん 中溝　政治

（神埼町）

いとしの森
もり 永田　小夏

（西郷小学校6年）

佳作 2点
飛
ひ

蓮
れん

の森
もり 西牟田　理恵

（吉野ヶ里町）

ともしびの丘
おか 福井　直樹

（東脊振小学校6年）

神埼市・吉野ヶ里町葬祭場『和の杜』使用料一覧表

区分 種別 単位
使用料（単位：円）

神埼市内、吉野ヶ里町内居住者 神埼市、吉野ヶ里町外居住者

火葬炉

大人遺体 1体 10,000 70,000
小人（小学生以下）遺体 1体 4,000 40,000
死産児 1体 3,000 30,000
改葬遺骨 1件 3,000 30,000
身体の一部 1件 3,000 30,000
胞衣および産褥物等 1件 3,000 30,000

待合室 3時間以内 1室 無料 5,000
その他の料金や居住者の取り扱いなどご不明な点はお問い合わせください。

　
　
　戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別
弔
慰
金
に
つ
い
て

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課　

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

　

戦
後
75
周
年
に
当
た
り
、
今
日

の
わ
が
国
の
平
和
と
繁
栄
の
礎
と

な
っ
た
戦
没
者
等
の
尊
い
犠
牲
に

想
い
を
い
た
し
、
国
と
し
て
改
め

て
弔
意
を
表
す
た
め
、
戦
没
者
等

の
ご
遺
族
に
第
十
一
回
特
別
弔
慰

金
（
記
名
国
債
）
を
支
給
す
る
も

の
で
す
。

○
支
給
対
象
者

　

令
和
２
年
４
月
１
日（
基
準
日
）

に
お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公

務
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没

者
遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年

金
」
等
を
受
け
る
人
（
戦
没
者
の

妻
や
父
母
）
が
い
な
い
場
合
に
、

次
の
順
番
に
よ
り
先
順
位
の
ご
遺

族
お
一
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
で
、

①
令
和
２
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦

傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法

に
よ
る
弔
慰
金
の
受
給
権
を
取

得
し
た
人

②
戦
没
者
等
の
子

③
戦
没
者
等
の
父
母
、
孫
、
祖
父

母
、
兄
弟
姉
妹

※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、
生
計

関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の

要
件
に
よ
り
、
順
番
が
入
れ
替

・
戸
籍
書
類
等

　
「
令
和
２
年
４
月
１
日
（
基
準

日
）現
在
の
請
求
者
の
戸
籍
抄
本
」

等
そ
の
他
、
請
求
者
が
過
去
に
特

別
弔
慰
金
の
請
求
を
し
た
こ
と
が

あ
る
か
等
の
状
況
に
よ
り
、
提
出

し
て
い
た
だ
く
書
類
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

○
申
請
窓
口

・
本
庁　

福
祉
課

※
神
埼
町
に
お
住
ま
い
の
人
お
よ

び
請
求
者
を
変
更
す
る
人

・
千
代
田
支
所　

総
合
窓
口
課

※
前
回
と
請
求
者
が
同
じ
で
千
代

田
町
に
お
住
ま
い
の
人

・
脊
振
支
所　

総
合
窓
口
課

※
前
回
と
請
求
者
が
同
じ
で
脊
振

町
に
お
住
ま
い
の
人

わ
り
ま
す
。

④
前
述
①
か
ら
③
以
外
の
戦
没
者
等

の
三
親
等
以
内
の
親
族
（
甥
、
姪

等
）

※
戦
没
者
等
の
死
亡
時
ま
で
引
き
続

き
１
年
以
上
生
計
関
係
を
有
し
て

い
た
人
に
限
り
ま
す
。

○
支
給
内
容

　

額
面
25
万
円

　

５
年
償
還
の
記
名
国
債

○
請
求
期
限

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

※
期
限
を
過
ぎ
る
と
第
十
一
回　

特

別
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

○
請
求
に
必
要
な
書
類
等

・
請
求
書
類
等
（
①
②
③
は
福
祉

課
、
各
支
所
総
合
窓
口
課
に
備
え

付
け
て
い
ま
す
）

①
戦
没
者
等
の
遺
族
に
対
す
る
特
別

弔
慰
金
請
求
書

②
第
十
一
回
特
別
弔
慰
金
国
債
券
印

鑑
等
届
出
書

③
戦
没
者
等
の
遺
族
の
現
況
等
申
立

書

各課からのお知らせ
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各課からのお知らせ

　
　児
童
手
当　

現
況
届
の
提
出
を

◎
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

社
会
福
祉
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
０

　

児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
受
給

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
確
認

し
、
所
得
審
査
を
行
い
ま
す
の

で
、
現
況
届
の
提
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
対
象

　

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
受
給

し
て
い
る
人

　

対
象
者
に
は
、
６
月
上
旬
に
通

知
と
現
況
届
、
返
信
用
封
筒
を
送

付
し
ま
す
。

○
提
出
す
る
も
の

・
現
況
届

・
受
給
者
の
健
康
保
険
証
の
写
し

ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書

○
提
出
期
限　

　

６
月
30
日
（
火
）

○
受
付

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防

止
対
策
の
た
め
、
同
封
す
る
返
信

用
封
筒
に
よ
る
提
出
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

　

福
祉
課
お
よ
び
各
支
所
総
合
窓

口
課
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

　

提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
６
月
分

以
降
の
手
当
が
差
し
止
め
と
な

り
、
さ
ら
に
一
定
期
間
を
経
過
す

る
と
時
効
に
よ
り
受
給
資
格
が
喪

失
し
ま
す
。
必
ず
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　
　
介
護
保
険
に
関
す
る
お
知
ら
せ

◎
提
出
・
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

地
域
支
援
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
１

佐
賀
中
部
広
域
連
合　

給
付
課　

☎
４
０
‐
１
１
３
４

◆
介
護
保
険
負
担
割
合
証
・
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
の
更
新
時
期
で
す

介護保険負担割合証 介護保険負担限度額認定証

対象者
要支援・要介護認定を受けている人
や事業対象者

介護保険施設に入所している人や
ショートステイを利用する人

証の色

白　色 ピンク　色

現在の有効期限 ７月31日（金）まで

更新の手続き
手続きは不要。
佐賀中部広域連合から新しい負担割
合証が郵送されます。

８月以降も認定証が必要な場合は、
６月１日（月）～ 30日（火）までに、
佐賀中部広域連合または高齢障がい
課に申請してください。

新しい証の到着 ７月中旬

　

現
在
お
持
ち
の
介
護
保
険
負

担
割
合
証
（
白
色
）
は
、
有
効

期
限
が
７
月
末
ま
で
に
な
っ
て

い
ま
す
。
７
月
中
旬
に
、
佐
賀

中
部
広
域
連
合
か
ら
新
し
い
負

担
割
合
証
（
白
色
）
が
送
付
さ

れ
ま
す
。
到
着
後
は
、
氏
名
、

生
年
月
日
な
ど
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
現
在
お
持
ち
の
介
護

保
険
負
担
限
度
額
認
定
証
（
ピ

ン
ク
色
）
も
、
有
効
期
限
が
７

月
末
ま
で
に
な
っ
て
い
ま
す
。

介
護
保
険
施
設
に
入
所
し
て
い

る
方
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利

用
す
る
方
で
、
８
月
以
降
も
認

定
証
が
必
要
な
場
合
は
６
月
中

に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
新
し
い
認
定
証
は
、
７
月

中
旬
に
送
付
さ
れ
ま
す
。

※
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
る
人
は
、
新
し
い
負
担
割

合
証
・
負
担
限
度
額
認
定
証

を
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
や
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
に
提
示
し
て
く

だ
さ
い
。

　
　新
教
育
委
員
の
紹
介

◎
問
い
合
わ
せ

　

学
校
教
育
総
務
課　

教
育
総
務
係

☎
４
４
‐
２
２
９
６

　

任
期
満
了
に
伴
い
、
５
月
10
日

付
け
で
、
新
し
い
教
育
委
員
に

山
田
美
知
子
氏
（
千
代
田
町
黒

津
）
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
４
年
で
す
。

　

毎
月
開
催
さ
れ
る
定
例
教
育

委
員
会
や
学
校
行
事
へ
の
参
加

な
ど
、
市
の
教
育
推
進
の
た
め
、

ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、
前
任
の
古
川

子
氏

は
平
成
24
年
か
ら
２
期
８
年
間
、

教
育
推
進
に
ご
尽
力
い
た
だ
き

ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

○
就
任

○
退
任

・
古
川 

子 

氏

山田 美知子 氏
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　後
期
高
齢
者
医
療
保
険

訪
問
健
康
相
談
の

お
知
ら
せ

◎
問
い
合
わ
せ

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
６
４
‐
８
４
７
６

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係

☎
３
７
‐
０
１
１
５

　

佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
で
は
、
被
保
険
者
の
方
を
対

象
に
健
康
相
談
を
訪
問
に
よ
り
実

施
し
ま
す
。

　

健
康
で
快
適
な
生
活
を
送
っ
て

も
ら
う
た
め
、
保
健
師
等
が
自
宅

を
訪
問
し
、
健
康
に
関
す
る
こ
と

や
医
療
機
関
の
利
用
方
法
等
に
つ

い
て
、
情
報
提
供
や
ア
ド
バ
イ
ス

を
し
ま
す
。
身
体
の
不
調
や
気
に

な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
ご
相
談
く
だ

さ
い
。　

　

相
談
は
無
料
で
、
対
象
と
な
る

人
に
は
、
佐
賀
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
個
別
に
案
内
文

書
を
送
付
し
ま
す
。

　
　
　後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
　
仮
徴
収
額
の
平
準
化
を
行
い
ま
す

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
の
天
引
き
）
は
、

４
・
６
・
８
月
に
「
仮
徴
収
」、
10
・
12
・
翌
年
２
月
に
「
本
徴
収
」
と

し
て
納
め
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

仮
徴
収
額
と
本
徴
収
額
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
方
に

つ
い
て
は
、特
別
徴
収
額
が
年
間
を
通
じ
て
で
き
る
だ
け
均
等（
平
準
化
）

に
な
る
よ
う
に
、
６
月
と
８
月
の
保
険
料
の
仮
徴
収
額
を
変
更
し
ま
す
。

○
平
準
化
と
は

　

仮
徴
収
額
は
、
原
則
と
し
て
前

年
度
２
月
の
特
別
徴
収
額
と
同
額

に
な
り
ま
す
が
、
所
得
な
ど
の
変

動
に
よ
り
仮
徴
収
額
と
本
徴
収
額

の
差
が
大
き
く
異
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
仮
徴
収
を
行

う
と
、
特
別
徴
収
の
仕
組
み
上
、

以
降
の
仮
徴
収
額
（
４
月
・
６
月
・

８
月
）と
本
徴
収
額（
10
月
・
12
月
・

２
月
）
は
毎
年
増
減
を
繰
り
返
す

こ
と
に
な
り
、
前
半
ま
た
は
後
半

の
ど
ち
ら
か
に
負
担
が
偏
っ
た
ま

ま
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ

で
、
一
年
間
を
通
じ
て
保
険
料
の

特
別
徴
収
額
が
で
き
る
だ
け
均
等

に
な
る
よ
う
に
６
月
と
８
月
の
仮

徴
収
額
を
変
更
し
ま
す
。

※
平
準
化
に
よ
り
年
間
の
保
険
料
額

が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
平
準
化
の
対
象
者

　

保
険
料
を
特
別
徴
収
で
納
め
て

い
る
人
の
う
ち
、
平
準
化
後
の
４

月
と
６
月
・
８
月
の
期
割
金
額
の

差
が
５
千
円
以
上
あ
る
人
。

＜例＞令和元年度の２月の保険料額が2,700円の天引で、
　　　令和元年度と令和２年度の年間保険料が同額である場合

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月 年額
Ｒ元年度 14,500 14,500 14,500 2,900 2,700 2,700 51,800
Ｒ２年度

（平準化後）
2,700 9,800 9,800 9,900 9,800 9,800 51,800

※平準化はあくまでも1回あたりの天引き額を均等にするためのもので、前年
度と保険料が同程度であるとみなして算定します。新年度の保険料額が大き
く変わった場合、平準化を行っていても天引き額の差が大きくなることがあ
ります。

　
　
　国
民
年
金
の
手
続
き
も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

◎
問
い
合
わ
せ　

市
民
課　

後
期
高
齢
年
金
係　

☎
３
７
‐
０
１
１
５

佐
賀
年
金
事
務
所　

国
民
年
金
課　

☎
３
１
‐
４
１
９
１

　

厚
生
年
金
・
共
済
年
金
に
加
入

し
て
い
た
人
が
60
歳
未
満
で
退
職

し
た
場
合
は
、
国
民
年
金
に
加
入

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
加
入

の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。ま
た
、

退
職
さ
れ
た
人
（
原
則
65
歳
未
満

の
人
）
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
60
歳

未
満
の
配
偶
者
に
つ
い
て
も
同
様

で
す
。

　

今
年
度
の
１
ヵ
月
あ
た
り
の
保

険
料
は
１
６
，
５
４
０
円
で
す
。

　

国
民
年
金
の
制
度
に
は
、
将
来

受
給
で
き
る
老
齢
基
礎
年
金
の
ほ

か
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害
基
礎

年
金
・
遺
族
基
礎
年
金
な
ど
が
あ

り
、
国
民
年
金
の
加
入
も
れ
や
保

険
料
が
未
納
と
な
っ
て
し
ま
う

と
、
年
金
受
給
額
が
少
な
く
な
っ

た
り
、
年
金
そ
の
も
の
が
受
給
で

き
な
く
な
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

納
付
が
困
難
な
場
合
は
免
除
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

離
職
後
、
納
付
が
困
難
な
場
合

は
申
請
を
す
る
こ
と
に
よ
り
全
額

免
除
ま
た
は
減
額
を
受
け
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
連

帯
納
付
義
務
者
で
あ
る
配
偶
者
ま

た
は
世
帯
主
に
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
場
合
は
、
該
当
し
な
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。

※
手
続
き
に
は
離
職
票
等
の
書
類

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

○
申
請
窓
口

・
市
民
課

・
各
支
所　

総
合
窓
口
課

・
佐
賀
年
金
事
務
所

　

年
金
受
給
者
の
方
へ

　

毎
年
６
月
は
、
日
本
年
金
機

構
よ
り
年
金
振
込
通
知
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。
６
月
か
ら
翌
年

４
月
ま
で
の
年
金
支
払
額
を
お

知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
。

　

振
込
通
知
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
８
月
以
降
の
保
険
料（
税
）

の
額
は
、
予
定
額
と
し
て
６
月

の
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

決
定
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ

れ
送
付
さ
れ
る
保
険
料
決
定
通

知
書
等
で
確
認
を
お
願
い
し
ま

す
。
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家
屋
の
取
り
壊
し
、
住

宅
用
地
の
利
用
変
更
は

届
出
を
！

市
営
住
宅
入
居
予
備

（
登
録
）
者
募
集

◎
問
い
合
わ
せ

　

税
務
課　

資
産
税
係　

　
　

☎
３
７
‐
０
１
１
４

◎
問
い
合
わ
せ

　

建
設
課　

建
築
住
宅
係

　

☎
３
７
‐
０
１
０
３

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１

日
に
土
地
･
家
屋
･
償
却
資
産
を

所
有
し
て
い
る
人
や
事
業
所
に
課

税
さ
れ
ま
す
。
家
屋
の
取
り
壊
し

や
住
宅
用
地
の
利
用
状
況
に
変
更

が
あ
っ
た
場
合
は
、
必
ず
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

・
家
屋
の
取
り
壊
し（
一
部
を
含
む
）

　

家
屋（
居
宅
・
倉
庫
・
物
置
・
事
務

所
な
ど
）
を
取
り
壊
し
た
場
合

※
建
物
の
滅
失
登
記
を
さ
れ
て
い

る
場
合
は
、
届
出
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

・
住
宅
用
地
の
利
用
状
況
の
変
更

　

家
屋
を
取
り
壊
し
て
空
き
地
や

駐
車
場
な
ど
へ
利
用
を
変
更
し
た

場
合

※
利
用
状
況
に
変
更
が
な
い
場
合

は
、届
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
提
出
書
類

・
家
屋
取
壊
し
届
出
書

・
住
宅
用
地
の
申
告
書

※
届
出
書
・
申
告
書
は
税
務
課
、
各

支
所
総
合
窓
口
課
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
営
住
宅
で
空
家
（
空
室
）
が

発
生
し
た
場
合
に
入
居
を
ご
案
内

す
る
入
居
予
備
者
を
募
集
し
ま

す
。

　

現
在
、
申
し
込
み
を
し
、
未
だ

入
居
決
定
さ
れ
て
い
な
い
方
も
、

引
続
き
入
居
を
希
望
さ
れ
る
方
に

つ
い
て
は
、
再
度
提
出
を
お
願
い

し
ま
す
。

○
申
込
書
の
配
布

　

６
月
１
日
（
月
）
か
ら
建
設
課

で
配
布

○
受
付
期
間

　

６
月
８
日
（
月
）
～
26
日
（
金
）

　

平
日
の
み

　

９
時
か
ら
17
時
ま
で

　
　
　野
外
焼
却（
野
焼
き
）自
粛
の
お
願
い

◎
問
い
合
わ
せ　

生
活
環
境
推
進
室　

生
活
環
境
係

　

☎
３
７
‐
０
１
１
２

　

廃
棄
物
の
焼
却
は
、
一
部
の
例

外
を
除
き
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

悪
臭
や
煙
害
等
で
近
隣
住
民
へ

迷
惑
を
か
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
快
適
な
生
活
環
境
保
全
の

た
め
に
も
ゴ
ミ
は
集
積
所
に
出
す

か
、
脊
振
広
域
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
へ
持
ち
込
む
な
ど
適
切
な
処

分
お
願
い
し
ま
す
。

○
焼
却
禁
止
の
例
外
と
な
る
廃
棄

物
の
焼
却

　

公
益
上
若
し
く
は
社
会
の
慣
習

上
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の
焼
却

ま
た
は
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
に

与
え
る
影
響
が
軽
微
で
あ
る
廃
棄

物
の
焼
却
で
あ
っ
て
次
の
①
～
⑤

に
該
当
す
る
も
の
。

①
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ

の
施
設
の
管
理
を
行
う
た
め
に

必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

　

例
：
河
川
管
理
の
た
め
伐
採
し

た
草
木
な
ど

②
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜

害
そ
の
他
の
災
害
の
予
防
、
応

急
対
策
ま
た
は
復
旧
の
た
め
に

必
要
な
廃
棄
物
の
焼
却

　

例
：
災
害
時
の
応
急
対
策
、
火

災
予
防
訓
練

③
風
俗
習
慣
上
ま
た
は
宗
教
上
の

行
事
を
行
う
た
め
に
必
要
な
廃

棄
物
の
焼
却

　

例
：
正
月
の
「
し
め
縄
、
門
松

等
」
を
焚
く
行
事

④
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営

む
た
め
に
や
む
を
得
な
い
も
の
と

し
て
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の
焼
却

　

例
：
農
作
物
の
残
渣
、
伐
採
し

た
枝
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
当

市
で
は
稲
わ
ら
な
ど
の
有
効
利

用
や
、
田
畑
へ
の
す
き
込
み
を

推
奨
し
て
い
ま
す

⑤
た
き
火
そ
の
他
日
常
生
活
を
営

む
上
で
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物

の
焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の

　

例
：
落
ち
葉
焚
き
、
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
の
木
く
ず

有
料
広
告

有
料
広
告
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　日
本
脳
炎
定
期
予
防
接
種
は
お
済
み
で
す
か

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

日
本
脳
炎
定
期
予
防
接
種

　

日
本
脳
炎
の
定
期
予
防
接
種
の

標
準
接
種
は
、
３
歳
～
４
歳
の
間

に
２
回
、
４
歳
～
５
歳
の
間
に
１

回
、
９
歳
～
10
歳
の
間
に
１
回
の

計
４
回
接
種
で
す
。

　

し
か
し
、
積
極
的
勧
奨
を
差
し

控
え
て
い
た
時
期
（
平
成
17
年
６

月
か
ら
平
成
22
年
３
月
頃
）
が
あ

り
、
お
子
さ
ん
の
生
年
月
日
に

よ
っ
て
定
期
接
種
の
対
象
と
な
る

期
間
が
異
な
り
ま
す
。

　

接
種
が
済
ん
で
い
る
か
、
も
う

一
度
母
子
健
康
手
帳
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
定
期
接
種
に
費
用
は
か

か
り
ま
せ
ん
。

日
本
脳
炎
と
は

　

日
本
脳
炎
は
、
ウ
イ
ル
ス

が
蚊
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
感

染
し
ま
す
。
１
０
０
～
１
，０

０
０
人
に
１
人
が
脳
炎
な
ど

を
発
症
し
、
致
命
率
は
20
～

40
％
で
、
治
っ
て
も
重
い
後

遺
症
を
残
す
こ
と
が
多
い
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

○
接
種
場
所

　

県
内
の
実
施
医
療
機
関

※
ま
ず
は
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
医
療
機
関
に
よ

り
事
前
申
し
込
み
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

○
持
参
す
る
も
の

・
母
子
健
康
手
帳

・
予
防
接
種
手
帳
ま
た
は
予
診
票

※
予
診
票
は
医
療
機
関
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

○
留
意
点

・
接
種
前
に
「
予
防
接
種
と
子
ど

も
の
健
康
」
を
読
み
、
正
し
い

知
識
を
持
っ
て
接
種
し
ま
し
ょ

う
。

・
保
護
者
同
伴
が
原
則
で
す
。
祖

父
母
等
が
同
伴
す
る
場
合
「
委

任
状
」
が
必
要
で
す
。

生年月日 定期接種の対象となる期間と接種回数

平成21年10月２日以降生まれの人
生後６か月から７歳６か月までの間に３回接種
９歳から13歳未満の間に１回接種

平成19年４月２日から
平成21年10月１日生まれの人

９歳から13歳未満の間に１回接種
※７歳６か月までに接種（計３回）できなかった分も
　９歳～ 13歳未満の間に接種できる

平成12年４月２日から
平成19年４月１日生まれの人

20歳未満の間に４回接種のうち不足分を接種できる

　
　神
埼
地
区 

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
の
受
講
生
募
集

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

高
齢
障
が
い
課　

障
が
い
者
福
祉
係

☎
３
７
‐
０
１
１
１

　

聴
覚
に
障
が
い
の
あ
る
人
や
福

祉
制
度
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

た
め
「
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座
」

を
吉
野
ヶ
里
町
と
合
同
で
開
催
し

ま
す
。

　

聴
覚
障
が
い
者
の
福
祉
に
関
心

の
あ
る
人
や
手
話
に
関
心
の
あ
る

人
な
ど
、
聴
覚
障
が
い
者
の
言
語

で
あ
る
「
手
話
」
を
こ
の
機
会
に

ぜ
ひ
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

○
日
程　

全
47
回

　

７
月
２
日
～
１
月
19
日
の
毎
週

　

火
・
木
曜
日

　

19
時
～
21
時

※
祝
日
等
を
除
く

○
場
所

　

神
埼
市
中
央
公
民
館

　

第
１
研
修
室

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

等
の
影
響
に
よ
り
、
日
程
が
変

更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
対
象
者

　

神
埼
市
・
吉
野
ヶ
里
町
に
居
住
、

ま
た
は
勤
務
し
て
い
る
高
校
生
以

上
（
高
校
生
は
保
護
者
の
同
意
要
）

で
、
ほ
ぼ
全
て
の
講
座
に
出
席
で

き
る
人

○
受
講
料　

無
料

※
別
途
テ
キ
ス
ト
代
３
，３
０
０

円
が
必
要
で
す
。

○
定
員　

20
人

※
定
員
に
な
り
次
第
締
切

○
申
込
期
限

　

６
月
25
日
（
木
）

有
料
広
告
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　妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
等
へ
の
風
し
ん
予
防

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係

　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
や
、「
風

し
ん
抗
体
価
が
低
い
妊
婦
」
の
同

居
者
を
対
象
と
し
た
、
風
し
ん
抗

体
検
査
・
予
防
接
種
事
業
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

　

妊
娠
早
期
の
妊
婦
が
風
し
ん
に

感
染
す
る
と
、子
ど
も
が
眼
や
耳
、

心
臓
に
症
状
を
持
っ
て
生
ま
れ
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
妊
娠
中
は

風
し
ん
予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
周
囲
が
風

し
ん
に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

予
防
接
種
は
、
風
し
ん
抗
体
検

査
を
受
け
、
抗
体
価
が
低
か
っ
た

人
の
み
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
対
象
者

　

妊
娠
を
希
望
す
る
女
性
や
、「
風

し
ん
抗
体
価
が
低
い
妊
婦
」
の
同

居
者
。
た
だ
し
、次
の
者
を
除
く
。

・
未
就
学
児

・
昭
和
37
年
度
か
ら
昭
和
53
年
度

生
ま
れ
の
男
性
（
国
の
無
料
の

風
し
ん
抗
体
検
査
・
予
防
接
種

制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
）

・
現
在
妊
娠
中
あ
る
い
は
現
在
妊

娠
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
人

※
事
前
申
請
は
で
き
ま
す
が
、
予

防
接
種
は
、
必
ず
出
産
後
等
に

接
種
し
ま
す
。

・
過
去
に
風
し
ん
抗
体
検
査
や
風

し
ん
予
防
接
種
を
受
け
た
こ
と

が
あ
る
人
、
ま
た
は
検
査
で
確

定
診
断
を
受
け
た
風
し
ん
の
既

往
歴
が
あ
る
人

※
既
に
受
け
た
抗
体
検
査
の
結

果
、
風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
こ

と
が
証
明
で
き
れ
ば
、
風
し
ん

予
防
接
種
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

○
実
施
（
接
種
）
期
間

　

令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で

※
医
療
機
関
の
実
施
日
に
限
る

○
実
施
（
接
種
）
場
所

　

県
内
の
実
施
医
療
機
関

※
ま
ず
は
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

○
自
己
負
担
額　

無
料

事
前
申
請

　

風
し
ん
抗
体
検
査
や
予
防
接
種

の
前
に
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

○
申
請
窓
口　

　

健
康
増
進
課
（
神
埼
町
保
健
セ

ン
タ
ー
）

○
申
請
に
必
要
な
も
の

・
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き

る
も
の

・
印
鑑
（
認
印
）

・「
風
し
ん
抗
体
価
が
低
い
妊
婦
」

の
同
居
者
は
、
妊
婦
の
母
子
健

康
手
帳
（
風
し
ん
抗
体
価
が
低

い
こ
と
が
わ
か
る
も
の
）

　
　
今
年
度
の
住
民
総
合
健
診
に
つ
い
て

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

健
康
増
進
係

　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

今
年
度
の
住
民
総
合
健
診
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡

大
防
止
の
た
め
、
７
月
の
特
定
健

診
・
後
期
高
齢
者
健
診
・
若
年
健

診
・
が
ん
検
診
の
一
部
・
肝
炎
ウ

イ
ル
ス
検
査
を
中
止
し
ま
す
。

　

肺
が
ん
（
結
核
）
検
診
・
胃
が

ん
検
診
・
大
腸
が
ん
検
診
を
予
約

制
で
実
施
し
ま
す
。
受
診
を
希
望

す
る
人
は
、
予
約
を
お
願
い
し
ま

す
。

○
日
程

　

７
月
７
日
（
火
）
～
10
日
（
金
）、

12
日
（
日
）　

計
５
日
間　

　

８
時
30
分
～
11
時
30
分
（
混
雑

を
避
け
る
た
め
、
30
分
単
位
で
予

約
者
数
を
制
限
し
ま
す
）

○
会
場　

　

神
埼
市
中
央
公
民
館

○
予
約
方
法

①
健
康
増
進
課
へ
電
話
ま
た
は
健

康
増
進
課
窓
口
に
来
所

②
予
約
時
に
検
診
を
希
望
す
る
日

時
お
よ
び
検
診
項
目
を
指
定

○
予
約
受
付
期
間

　

７
月
３
日
（
金
）
ま
で

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
８
時
30

分
～
17
時
15
分
ま
で

○
自
己
負
担
金

・
肺
が
ん
（
結
核
）
検
診　

　

５
０
０
円

・
胃
が
ん
検
診　

５
０
０
円

・
大
腸
が
ん
検
診　

５
０
０
円

○
対
象
年
齢

　

各
種
が
ん
検
診
と
も
に
令
和
３

年
３
月
31
日
時
点
で
40
歳
以
上

　

10
月
に
住
民
総
合
健
診
を

実
施
す
る
予
定
で
す
が
、
実

施
可
否
と
実
施
方
法
に
つ
い

て
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
発
生
動
向
の
状

況
を
み
な
が
ら
判
断
し
、
８

月
中
に
改
め
て
周
知
す
る
予

定
で
す
。
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神埼市神埼町本堀 3187番地 3
（旧　松永嶺子事務所）
 ☎　　0952－53－5105
FAX　 0952－53－2713

 
 

 

   

神埼市国民健康保険 特定健診を受診しましょう
◎問い合わせ　市民課　国保医療係　☎37-0115

　特定健診は生活習慣病の要因であるメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、糖尿病、高血圧症、
脂質異常症、腎臓病、肝臓病など生活習慣病リスクを見つけるための健診です。
　生活習慣病の発症や重症化を予防するためにも、特定健診を受診しましょう。

対象 40歳から74歳の神埼市国民健康保険加入者

内容
○健診内容
　問診、身体計測、血圧測定、血液検査、尿検査、
内科診察、心電図など

料金 1,000円

受診に 
必要なもの

・神埼市国民健康保険証
・特定健診受診券（薄紫色）
・特定健診受診票
※受診券と受診票は６月中に郵送します。早めの受

診を希望する人はご連絡ください。

受
診
方
法

集
団
健
診

神埼市住民総合健診で受診する
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、７月の

集団健診での実施は中止します。
※10月に住民総合健診を実施する予定ですが、実施

可否と実施方法については、新型コロナウイルス
感染症の発生動向の状況をみながら判断し、改め
て市報等で周知する予定です。

毎
日
健
診

佐賀県健康づくり財団
　佐賀県健診・検査センターで受診する
　○期間　令和３年３月31日まで
　○予約　佐賀県健康づくり財団（佐賀市）
　　　　　☎37-3314　要予約

個
別
健
診

特定健診実施医療機関で受診する
　○期間　令和３年３月31日まで
　○予約　県内の特定健診実施医療機関
　　　　　要予約

　特定健診の受診率向上を図るために、
特定健診を受けた人を対象としたインセ
ンティブ事業「幸せつなごうキャンペー
ン」を実施します。
　詳しくは、特定健診受診票発送時に同
封した応募用紙をご覧ください。

神埼市郡医師会
特定健診等実施医療機関

神　　埼　　市
お お つ ぼ 内 科 医 院 52-3130
神 埼 ク リ ニ ッ ク 53-1818
神 埼 市 国 保 脊 振 診 療 所 59-2321
神 埼 病 院 52-3145
栗 並 医 院 52-2977
古 賀 内 科 44-2311
し ら い し 内 科 52-3848
中 尾 胃 腸 科 医 院 52-3295
中 下 医 院 44-2488
橋 本 病 院 52-2022
福 嶋 内 科 医 院 44-2141
南 医 院 44-2777

（久和会）和　田　医　院 52-2021
和 田 医 院 44-2046

吉 野 ヶ 里 町
小 森 医 院 52-1136
最 所 医 院 52-2452
西 谷 ク リ ニ ッ ク 52-3139
ひらまつふれあいクリニック 51-1110
松 本 医 院 52-4185

幸せつなごうキャンペーン

有
料
広
告

　生活習慣病はほとんど自覚
症状がないまま進行します。
　健診は生活習慣を振り返る
よい機会です。
　自分の身体を守るため、年
に１回特定健診を受診しま
しょう！
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各課からのお知らせ

　
　
妊
婦
歯
科
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

◎
問
い
合
わ
せ　

健
康
増
進
課　

母
子
保
健
係　

☎
５
１
‐
１
２
３
４

　

市
で
は
妊
婦
を
対
象
と
し
た
歯

科
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

妊
娠
中
は
、
つ
わ
り
や
女
性
ホ

ル
モ
ン
の
影
響
で
む
し
歯
や
歯
周

病
に
な
り
や
す
く
、放
置
す
る
と
、

早
産
や
低
体
重
児
出
産
の
リ
ス
ク

が
高
ま
り
ま
す
。

　

ま
た
生
ま
れ
た
子
ど
も
に
む
し

歯
菌
を
う
つ
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

自
身
の
健
康
と
安
全
な
出
産
、

生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
た
め

に
、
む
し
歯
や
歯
周
病
の
早
期
発

見
・
治
療
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

○
対
象
者

　

母
子
健
康
手
帳
を
交
付
さ
れ
た

妊
婦

○
受
診
期
間　

　

出
産
前
日
ま
で

○
持
っ
て
行
く
物

・
母
子
健
康
手
帳

・
妊
婦
歯
科
健
康
診
査
受
診
券

・
健
康
保
険
証

　
　

　
　

カ
ヌ
ー
教
室
実
施
中

脊
振
観
光
プ
ー
ル
管
理
・
監
視
員
募
集

◎
問
い
合
わ
せ

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　

ス
ポ
ー
ツ

　

振
興
係　

☎
４
４
‐
２
７
３
１

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課　

ス
ポ
ー
ツ

　

振
興
係　

☎
４
４
‐
２
７
３
１

　

専
門
の
指
導
者
に
よ
る
カ
ヌ
ー

教
室
を
実
施
し
ま
す
。
初
心
者
で

も
簡
単
に
、
楽
し
く
カ
ヌ
ー
を
体

験
で
き
ま
す
。

○
日
時

　

６
月
～
９
月
の
土
・
日
・
祝
日

９
時
か
ら
16
時
ま
で

※
７
月
22
日
（
水
）
か
ら
８
月
31

日
（
月
）
ま
で
は
、
火
曜
日
を

除
き
、
毎
日
体
験
で
き
ま
す
。

※
天
候
お
よ
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
な
ど
に

よ
り
、
カ
ヌ
ー
教
室
が
休
み
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

○
と
こ
ろ

　

神
埼
市
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー

艇
庫

○
料
金
（
１
艇
１
時
間
あ
た
り
）

　

２
０
０
円

※
初
回
や
団
体
で
の
利
用
は
、
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
業
務
内
容

　

脊
振
観
光
プ
ー
ル
の
管
理
、監
視

○
勤
務
場
所

　

脊
振
観
光
プ
ー
ル（
野
外
プ
ー
ル
）

○
募
集
人
数　

６
人
程
度

○
給
料　

時
給
８
２
９
円

○
任
用
期
間

　

７
月
21
日
（
火
）
～

８
月
24
日
（
月
）
ま
で

○
勤
務
形
態

・
９
時
か
ら
17
時

・
１
日
３
人
勤
務
の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン

○
休
日

　

休
館
日
（
８
月
13
日
～
15
日
）

○
保
険

　

社
会
保
険
、
雇
用
保
険
の
適
用

無
、
労
災
保
険
有

○
応
募
資
格

　

体
力
が
あ
り
、
泳
げ
る
人

○
応
募
方
法

　

市
販
の
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
履
歴
書

（
顔
写
真
貼
付
）
と
官
製
は
が
き

（
返
信
先
記
入
）
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

○
選
考
方
法　

書
類
選
考
・
面
接

○
受
付
期
間

　

６
月
19
日
（
金
）
ま
で

受診できる医療機関

古賀歯科医院
☎52-1647

船津歯科医院
☎52-1391

こばやし歯科医院
☎55-6030

江頭歯科医院
☎44-5523

しばた歯科医院
☎55-9118

大櫛歯科矯正歯科医院
☎44-5475

泉福歯科医院
☎52-2839

佐賀さくら歯科
親子歯科クリニック

☎97-6438

なかはら歯科医院
☎53-1849

中村歯科医院
☎44-2992

永原歯科医院
☎52-2970

中山歯科医院
☎44-4147

福島デンタルクリニック
☎52-2268

神埼市国民健康保険
脊振診療所
☎59-2321

　
　「
マ
チ
イ
ロ
」ア
プ
リ

市
報
か
ん
ざ
き
を
ス
マ
ホ
で

◎
問
い
合
わ
せ　

総
務
課

秘
書
広
報
係　

☎
３
７
‐
０
０
８
８

　

市
報
か
ん
ざ
き
を
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
ア
プ
リ
「
マ
チ
イ
ロ
」
で

配
信
し
て
い
ま
す
。

◆
ア
プ
リ
な
ら
・
・
・

・
最
新
号
の
配
信
を
お
知
ら
せ
！

・
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
が
読
め
る
！

【
登
録
方
法
】

①
Q
R
コ
ー
ド
を
読
み
取
り
、
ア

プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
。

②
「
お
住
ま
い
の
地
域
」
で
神

埼
市
を
登
録
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血圧について

　現在、この原稿を書いているのは４月中旬ですので、この文章が市報に掲載される頃には新型コロナ騒動

が落ち着いていることを切に願います。

　さて、家で飼うペットはどんなものが一般的かといいますと、犬、猫、そのほかだと思います。ちなみに、

一般的に風邪の原因ウイルスとして多いといわれるのがライノウイルス、コロナウイルス、そのほか、と医

学の教科書（「内科学」朝倉書店）に書いてあります。もうお気づきでしょうか？つまり、ほとんどの市民の方々

は旧コロナウイルスにかかったことがあるのでしょう。今回の新型コロナは相当たちの悪いコロナウイルス

だと考えます。

　話は変わって、先日実家に帰りましたら、80歳をとうに過ぎた父親が“虫歯で前歯が何本か、かけた”とニッ

と笑いました。その笑い顔は、たとえて言うなら明石家さんまのアミダババアで、非常に滑稽でした。八十

過ぎているからまあしょうがない、80歳20本は達成したからまあいいかと思いましたが、マスクをしてい

ないゆえ、笑う時には恥ずかしいらしく、乙女のごとく洗っていない手を口に持っていきます。こりゃ、コ

ロナウイルスにも簡単に感染するかもねと思いました。 

　神埼市民の皆さん、定期的に歯医者さんで歯周病の有無を確認しましょ

う。ちなみに私は地の利（診療所内に歯科の名医がいる）を活かして、毎

月歯周病予防のクリーニングをしてもらっています。歯には自信のあった

私ですが、歳とともに歯肉が減ってきて歯の付け根がむき出しになりつつ

あるそうです。長生きしても、アミダババアとは娘に思われたくありませ

ん。歯周病は全身疾患の諸悪の根源という考え方もあるようです。また、

口腔内を清潔にしたほうが新型コロナウイルス感染にも強いのではないか

と考えています（歯石をきれいに取っておいたほうが、インフルエンザに

罹患しにくいという論文を見つけたからです）。 所長　桜木 徹

今年度40歳・50歳になる人へ「歯とお口の健診」のお知らせ

○対象者　　神埼市民で、40歳および50歳の人（令和３年３月31日時点年齢）

○実施期間　令和２年６月１日（月）～令和３年２月28日（日）※各歯科医院休診日を除く

○費用　　　無料

○検査内容　問診、歯および歯周組織の検査、ブラッシング指導

○持参するもの　通知（受診券）、健康保険証

○実施医療機関　20ページ「妊婦歯科検診」の実施医療機関と同じ

◎問い合わせ　健康増進課　健康増進係（神埼町保健センター内）☎51-1234

◎問い合わせ
　神埼市国民健康保険脊振診療所
　神埼市脊振町広滝４６２番地
　☎59-2321

健康な笑顔とお口で長寿を楽しむために



22市報かんざき 2020. ６月号

各課からのお知らせ

　６月の土曜の夜のミュージックタイムは新型コロナ
ウィルスの感染が拡大している状況を鑑み、中止とさせ
ていただきます。
　開催を楽しみにしていただいていた皆さま、申し訳あ
りません。 ◎問い合わせ　神埼市中央公民館　☎53-2325

県民カレッジ対象

　５月のミュージックタイムは中止となりま
した。
出演者を随時募集しています。

私
は
大
丈
夫
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課　

商
工
観
光
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
７

子
ど
も
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
無
断
決
済
！

家
庭
内
で
ル
ー
ル
作
り
を
！

事
例

　

携
帯
電
話
会
社
か
ら
、
キ
ャ
リ

ア
決
済
の
支
払
額
が
限
度
額
の
10

万
円
を
超
え
る
と
い
う
通
知
が
届

い
た
。
家
族
に
聞
く
と
、
小
学
生

の
娘
が
私
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
を
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
っ
た
。
こ
っ
そ
り

盗
み
見
た
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
れ
て

ゲ
ー
ム
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
課

金
し
た
と
い
う
。
娘
は
、
お
金
を

払
っ
て
い
る
と
い
う
感
覚
も
な
く

ゲ
ー
ム
を
進
め
て
い
た
よ
う
だ
。

�

（
当
事
者
：
10
歳　

女
児
）

ア
ド
バ
イ
ス

○
子
ど
も
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム

で
課
金
し
高
額
請
求
を
受
け
る

ケ
ー
ス
で
は
、
親
の
ク
レ
ジ
ッ
ト

カ
ー
ド
情
報
を
勝
手
に
使
用
し
て

し
ま
う
ほ
か
、
最
近
で
は
携
帯
電

話
の
キ
ャ
リ
ア
決
済
を
無
断
で
利

用
し
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ

ま
す
。

○
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
や
キ
ャ
リ

ア
決
済
の
パ
ス
ワ
ー
ド
等
の
管
理

に
は
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
利

用
ご
と
に
通
知
を
も
ら
う
設
定
を

し
、
利
用
状
況
を
確
認
す
る
の
も

一
つ
の
方
法
で
す
。

○
周
囲
の
大
人
は
、
ゲ
ー
ム
の
料

金
体
系
や
決
済
方
法
等
を
理
解

し
、
日
ご
ろ
か
ら
子
ど
も
と
ゲ
ー

ム
の
利
用
ル
ー
ル
に
つ
い
て
よ
く

話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。

○
困
っ
た
と
き
は
、
消
費
生
活
相

談
窓
口
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
ご
相
談
は

　

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
１
８
８

※
土
・
日
・
祝
日
も
受
け
付
け
ま
す
。

神
埼
市
消
費
生
活
相
談
窓
口
よ
り

出
典
：
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
―

◇
無
料
「
出
前
講
座
」

出
張
し
ま
す
！

　
　

　
　

菱
の
里
ふ
れ
あ
い
農
園

野
菜
・
花
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か

ラ
ジ
オ
で

神
埼
市
の
魅
力
を
配
信
中

◎
申
込
・
問
い
合
わ
せ

　

農
政
水
産
課
分
室　

　

☎
４
４
‐
２
１
９
８

◎
問
い
合
わ
せ　

商
工
観
光
課

商
工
観
光
係　

☎
３
７
‐
０
１
０
７

　

市
内
に
住
む
畑
を
お
持
ち
で
な

い
人
で
、
野
菜
・
花
づ
く
り
な
ど

を
楽
し
み
た
い
と
い
う
農
園
利
用

者
を
募
集
し
ま
す
。

○
場
所　

　

直
鳥
ク
リ
ー
ク
公
園
内

　
「
菱
の
里
ふ
れ
あ
い
農
園
」

○
区
画
面
積

　

１
区
画
10
坪
程
度

○
募
集
区
画

　

４
区
画

○
利
用
料
金
（
１
区
画
）

　

年
額
６
，０
０
０
円

※
年
度
途
中
の
場
合
月
割
計
算

　
（
１
ヵ
月
あ
た
り
５
０
０
円
）

※
受
付
順
と
し
ま
す
。

　

毎
週
金
曜
日
、
Ｌ
Ｏ
Ｖ
Ｅ 

Ｆ

Ｍ
パ
ー
ク
サ
イ
ド
ス
タ
ジ
オ
（
福

岡
市
天
神
）
か
ら
、
神
埼
市
の
情

報
番
組
「
Ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 

Ｌ
ｏ
ｖ
ｅ 

神
埼
」
を
配
信
中
で
す
。

　

神
埼
市
の
自
然
、
歴
史
、
文
化
、

観
光
、
商
工
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
な

ど
た
く
さ
ん
の
魅
力
を
生
放
送
で

お
届
け
し
て
い
ま
す
。
市
の
「
幸

せ
つ
な
ぐ
」
番
組
を
ぜ
ひ
楽
し
ん

で
く
だ
さ
い
。

○
オ
ン
エ
ア
日
時

　

毎
週
金
曜
日　

14
時
～
15
時

○
番
組
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ

　

お
の
く
み
こ

○
周
波
数　

76
・
１
M
H
z
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プレアホール神埼

まずはプレアホール神埼へご相談ください永久の旅立ち…

仏壇・仏具・仏壇クリーニング
墓石・墓石クリーニング・法名塔（名前入れ）
法事料理（四十九日・初盆・一周忌・三回忌等）
供養菓子・悲礼返し・礼品等
各種取扱い致しております。

ご葬儀について、『わからない…不安…』そんな方は、
事前相談、お見積り、会館見学、会員募集等、随時受付けいたしております。
ご自宅への無料見積りも随時おこなっておりますのでお気軽にお電話下さい。

年中無休 24時間受付

株式会社ＪＡセレモニーさが
神埼市神埼町本堀2716-4

TEL.0952-55-8008 FAX.0952-55-8007

J A 葬 祭
その他取扱い商品

有
料
広
告

有
料
広
告

進
め
よ
う
！
男
女
共
同
参
画

〜
男
女
共
同
参
画
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
よ
り
〜

進
め
よ
う
！
男
女
共
同
参
画

〜
男
女
共
同
参
画
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
よ
り
〜

６
月
23
日（
火
）か
ら
29
日（
月
）ま
で
の

１
週
間
は

「
男
女
共
同
参
画
週
間
」
で
す
。

　

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、す
べ
て
の
人
々

に
と
っ
て
、
自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
、
多
様
性
に
富
ん
だ
豊
か
で
活
力
の
あ

る
社
会
の
こ
と
で
す
。

◎
問
い
合
わ
せ

　

神
埼
市
男
女
共
同
参
画
推
進
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

総
務
課　

秘
書
広
報
係　

☎
３
７
‐
０
０
８
８

チェックしてみましょう
□家族を養うのは男性の役割だと思う。
□家事や育児、介護は女性だけの仕事だと思う。
□妻が仕事をする場合、家庭に支障をきたさない程度にするべきだと思う。
□残業をしている女性を見ると、「子どもや夫がかわいそう」だと思う。
□家庭で物事を決めるときは、父親の意見が優先されるべきだと思う。
□子どもの参観日やＰＴＡ活動に出席するのは、母親の方がよい。
□ＰＴＡ会長や自治会長などは男性の方が向いていると思う。
□男性が育児休業をとるのはおかしいと思う。
□男性がお茶を入れることには抵抗がある。
□セクハラに敏感になりすぎると仕事が
　やりづらいと思う。

　一つでもチェックがついたあなた、男だから
こうあるべき、女だからこうするべきと思い込
んではいませんか？
　お互いを一人の人間として尊重する、対等な
関係づくりをしていきましょう。

男
女
共
同
参
画
週
間
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

「
そ
っ
か
。
い
い
人
生
は
、

い
い
時
間
の
使
い
方
な
ん
だ
。」

「
ワ
ク
ワ
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」

特
設
図
書
コ
ー
ナ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

男
女
共
同
参
画
週
間
中
、
神
埼
市
立
図
書

館
に
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
図
書
コ
ー

ナ
ー
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
と
き　

６
月
１
日
（
月
）
～
29
日
（
月
）

あらゆる場面で男女共同参画が進むと･･･

多様な人材が活躍すること
で経済活動の創造性が増し、
生産性が向上します。

家事・子育て・家族の介護
などを家族全員で行うこと
で、一人ひとりが自立し、
その人らしい生き方が達成
できます。

仕事、家庭、地域生活
など、多様な活動を自
らの希望に沿った形で
展開でき、男女がとも
に夢や希望を実現でき
る社会になります。

地域が活性化し、子どもた
ちが伸びやかに育つ、暮ら
しやすい環境が実現します。

職場

家庭

地域

ひとりひとりの
　　　豊かな人生

▲平成30年度実施時
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長崎自動車道付近

日出来橋付近

佐賀江川合流点付近

長崎自動車道付近

日出来橋付近

佐賀江川合流点付近

城原川流域の概要と治水計画について
◎問い合わせ　ダム対策課　ダム対策係　☎37-0103

　今回は、市内を流れる城原川流域の概要と治水計画についてご紹介します。
　神埼市の中心部を流れる城原川は、水源を脊振山（標高1,055ｍ）に発し、神埼市内を南流して佐賀市蓮
池町で筑後川の支川である佐賀江川に合流する、流域
面積（※）は64.4平方キロメートル、延長31.9㎞の
一級河川です。佐賀江川との合流点より9.1㎞までの
区間を国土交通省が、それより上流の区間を佐賀県が
管理しています。

（※）流域面積とは、城原川に雨が流れ込む範囲

　城原川は、上流域は急峻な山地を流れ、中流から下流域は扇状地や干拓等で形成された広大な佐賀平野を
流れており、上流で降った雨は短時間で一気に神埼市街地まで到達します。
　神埼市街にあたる中流域は川底が周辺の地面の高さよりも高い「天井河川」となっており、また、下流域
の佐賀平野は満潮時には海面より低くなる低平地であることから、ひとたび氾濫すると、大きな被害が発生
する可能性があります。

　このため、城原川では古くから水害に対する対策が講じられてきており、上流部には歴史的な治水施設で
ある「野越し」と言われる堤防の一部が低い箇所が存在しています。
　「野越し」は、江戸時代初期に佐賀藩家老の成富兵庫茂安が下流の町を水害から守るために築いた施設と
言われており、城原川上流域で降った大雨が一気に下流に流れないよう上流の堤防を一部低くして川の外に
水を溢れさせるようにしたものです。

①城原川の特性

６番野越し（川寄橋下流）
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佐賀市本庄町大字袋246番地1

TEL 0952-20-2011　FAX 0952-20-2015

　城原川の治水対策については、学識経験者及び地元住民等からなる「城原川流域委員会」（平成15年11月
～平成16年11月の間に13回の会議を実施）と、神埼町長、千代田町長、脊振村長及び佐賀県知事からなる「城
原川首長会議」（平成16年12月～平成17年5月の間に11回の会議を実施）による議論を経て、平成18年7
月に国により城原川ダムの建設による治水対策を位置付けた「筑後川水系河川整備計画」が策定されました。
　この河川整備計画では、城原川の治水計画の目標とされている日出来橋地点において、毎秒690立方メー
トルの流量のうち、一部を城原川ダムに一時貯留することにより、毎秒360立方メートルの流量低減を図る
こととなっています。
現在、国による河川改修は毎秒330立方メートルの流量に対応できるように整備が進められているため、「城
原川ダム」と「河川改修」が完成することにより、150年に一度発生する確率規模の豪雨に匹敵する昭和
28年６月洪水（※）が発生しても河川の氾濫などの洪水被害を軽減することが出来るようになります。
　しかしながら、近年における気候変動により各地で時間雨量100㎜を超える豪雨が記録されるなど、全国
的に豪雨が激甚化・頻発化しており、城原川流域においてもいつ大規模な洪水が発生してもおかしくない状
況にあります。このため、城原川の治水対策については、近年の気候変動を見据えた治水対策が必要である
ため、市民の皆さんに神埼市で暮らすことの「幸せ」を感じていただくためにも、神埼市のまちづくりの基
盤となる城原川の治水対策を早急に進める必要があります。

代表横断図（新宿橋付近：左岸 神埼町永歌、右岸 千代田町姉）

「筑後川水系河川整備計画」では、城原川ダム建設による洪水調節と併せて城原川の洪水を安全に流下さ
せるための河道掘削や堤防の拡幅等が実施される計画となっています。

②城原川の治水計画

整備前 整備後

《出典　筑後川水系河川整備計画》

計画高水位

計画高水位

（ｍ）
5

0
0 5 10（ｍ）

（ｍ）
5

0
0 5 10（ｍ）
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　毎秒330立方メートルの流量に対応でき
るように河道掘削と堤防拡幅が進められて
います。

　「野越し」は現在もＪＲ長崎本線より上流に９ヵ所残っていますが、溢れた水の勢いを弱めるために設けら
れていた水害防備林や受堤などは、現在は周辺の宅地造成や圃場整備等により、その多くが撤去されています。
　また、城原川沿川は市街地の進展など土地利用の状況も大きく変わっており、状況の変化に応じた治水対
策が求められています。

　今後も「城原川ダム関
連の情報」について随時
掲載する予定です。


